
議案第８６号 

専決処分の承認を求めることについて 

令和５年度白岡市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

令和５年１１月３０日 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

菁莪学校橋架替事業の第二期工事の施工において、護岸を整備するため

に掘削を行ったところ、法面から湧水が確認されたことから、現在の施工

方法では安全に工事が行えないため、緊急に補正予算を編成する必要が生

じ、令和５年１１月１７日に令和５年度白岡市一般会計補正予算（第６号）

を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案

を提出するものである。 

 



別紙 

専 決 処 分 書 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、専決処分する。 

令和５年度白岡市一般会計補正予算（第６号）（別紙） 

 

令和５年１１月１７日 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 



別紙 

 

令和５年度白岡市一般会計補正予算（第６号） 

令和５度白岡市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 40,419 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ 19,206,355 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 
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第２表 継続費補正 

（変更） 

款 項 事 業 名 

補 正 前 補 正 後 

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額 

８ 土木費 
２ 道路橋 

  梁費 
菁莪学校橋架替事業 

千円 

令和３年度 

千円 千円 

令和３年度 

千円 

68,400 68,400 

  

307,240 令和４年度 

 

347,659 令和４年度 

 

137,440 137,440 

  

 令和５年度 

 

 令和５年度 

 

101,400 141,819 
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令 和 ５ 年 度 

 

 

白岡市一般会計補正予算（第６号）に関する説明書 
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（変更） （単位：千円）

国 県
支出金

地方債 その他

令和３年度 68,400 54,231 14,169 54,871 7,043 6,486 68,400 22.3

令和４年度 137,440 25,994 19,100 84,000 8,346 125,611 11,829 137,440 44.7

令和５年度 101,400 11,000 8,100 70,067 12,233 101,400 101,400 33.0

計 307,240 36,994 27,200 208,298 34,748 54,871 132,654 119,715 307,240 100.0

令和３年度 68,400 54,231 14,169 54,871 7,043 6,486 68,400 19.7

令和４年度 137,440 25,994 19,100 84,000 8,346 125,611 11,829 137,440 39.5

令和５年度 141,819 11,000 8,100 97,996 24,723 141,819 141,819 40.8

計 347,659 36,994 27,200 236,227 47,238 54,871 132,654 160,134 347,659 100.0

区
分

補
正
前

補
正
後

８ 土木費
２ 道路橋
梁費

菁莪学校橋
架替事業

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

前 々 年 度
末 ま で の
支 出 済 額

前 年 度 末
ま で の 支
出 見 込 額

当 該 年 度

支出予定額

当 該 年 度
末 ま で の
支出予定額

翌 年 度
以 降 支 出
予 定 額

継 続 費 の
総 額 に 対
する進捗率

(%)

全 体 計 画

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

款 項 事業名

年 度 年割額

一般財源
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